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1. 特定事業計画策定にあたって 

1.1. 特定事業計画策定の趣旨 

 高齢者や障がい者、妊婦やけが人なども含めて、誰もが包摂され活躍できる社会とするには、

これらの人々が自立した日常生活と社会生活を営むことができる環境の整備を進めていくこと

が重要であり、社会の中にあるさまざまな障壁（＝バリア）を取り除いていくことで生活しや

すくしようという「バリアフリー」の考え方は非常に重要な意義を持っています。 

バリアフリーを具体的に推進するため、それまでのバリアフリーに関する法律を統合し、平

成18年に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）が施行

されました。 

「バリアフリー基本構想」は、バリアフリー法に基づき市町村が作成するもので、重点的か

つ一体的なバリアフリー化を進める必要のある「重点整備地区」を設定し、駅・道路・建物な

ど当該地区におけるバリアフリー化のための方針や事業等を定めるものです。 

こうした制度を活用し、高齢者や障がい者だけでなく、幅広く誰もが安心して暮らせるバリ

アフリーのまちづくりを、多様な関係者の協働により推進することを目的に、「生駒市バリアフ

リー基本構想」を令和3年3月（令和2年度）に策定しました。 

これを受け、基本構想に定められた重点整備地区（近鉄南生駒駅周辺地区）内の駅や道路等

について特定事業計画を策定し、この事業計画に基づいて事業を推進することとします。 

 

1.2. 特定事業計画の概要 

特定事業とは、基本構想における生活関連施設、生活関連経路などのバリアフリー化を具体

化するもので、基本構想制度における主要な取組のことです。その内容や実施時期については、

基本構想に示した実施すべき事業（特定事業、その他の事業*1・ソフト事業）を踏まえ、各事

業実施者が定めます。 

特定事業の類型は、「公共交通特定事業」、「道路特定事業」、「建築物特定事業」、「交通安全

特定事業」などの施設整備（ハード面）を中心とした事業が位置づけられています。また、令

和2年（2020年）5月には、バリアフリー法が一部改正され、「心のバリアフリー」を推進する

ための「教育啓発特定事業」が創設されました。 

本地区の重点整備地区において、公共交通、道路、建築物、交通安全等のバリアフリー化を

重点的かつ一体的に推進し、面的なバリアフリー化を実現するため、次の事業を設定します。 

 

 

 

 

 

  
*1：特定事業に該当しない事業のうち、当該施設等において、高齢者や障がい者等の移動等の円滑化のために必要な事

業や、特定事業の要件に該当するものの実施に向けての検討を要するものについては、「その他の事業」として位置

づけています。 
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図 1.1 特定事業計画の概要 

重点整備地区内におけるバリアフリー化の重点的・一体的な推進 

生駒市バリアフリー基本構想 （令和 3 年 3 月策定） 

生駒市バリアフリー特定事業計画 

公共交通特定事業 

・公共交通事業者が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

道路特定事業 

・道路管理者等が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

建築物特定事業 

・建築物所有者等が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

交通安全特定事業 

・建築物所有者等が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

その他事業の実施 
・各管理者が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

バリアフリー法 （平成 18 年 12 月施行） 

教育啓発特定事業 
・学校関係機関、団体等が基本構想（心のバリアフリー等）に沿って事業計画を作

成し、事業を実施 
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1.3. 重点整備地区の変遷 

 基本構想で設定した重要整備地区内の生活関連施設や生活関連経路について、「業務スーパー

南生駒店」の移転等がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2 重点整備地区・生活関連施設・生活関連経路位置図（令和3年度） 

 *1：当面、移動等円滑化基準を満たすことが困難な道路と、これを代替する迂回路については、現時点で可能な限りで

バリアフリー化を推進すべき経路を「準生活関連経路」として位置づけています。 

 

 

*1 
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2. 特定事業計画 

2.1. 個別事業計画 

 個別事業計画の検討にあたっては、国や県の各種基準、関連のガイドライン等に沿った整備・

改良を基本とし事業内容を設定するとともに、各事業者との調整や財政状況をふまえ、事業数

量や目標とする整備時期を設定しています。 

なお、目標とする整備時期については、基本構想で示した短期、中期、長期の目標時期のも

と、計画期間を令和4年度から令和13年度として、実施検討や用地買収、工事施工の難易度等を

考慮しながら設定しています。 

また、施工年度、事業量については、計画検討のなかで、増減、変更等が生じる場合があり

ます。 

 

 

（参考） 

短 期 概ね3年以内 令和4年度～令和6年度での整備 

中 期 概ね6年以内 令和7年度～令和9年度での整備 

長 期 概ね10年以内 令和10年度～令和13年度での整備 

注1 ： 元号は令和4年3月現在の表記となっています。 

注2 ： 令和4年3月時点で整備が完了している場合は、「整備済」と記載しています。 

 

 

 

なお、奈良県により、竜田川河川改修事業及び国道168号小平尾バイパス整備事業が実施され

ており、今後さらに各事業が進められることになります。 

そのため、これらの県事業との連携が必要な事業については、具体的な実施手法や時期を関

係者と検討していくことになります。 
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 公共交通特定事業等 

 1）鉄道駅 

近鉄南生駒駅 事業主体 近畿日本鉄道 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ 
■駅東西地上部に改札口の

設置（地下改札口の廃止） 
地上改札口 2 箇所            

② ■スロープ勾配の改修 スロープ 2 箇所            

③ 
■スロープ部に屋根の新  
 設 

スロープ上屋 2 箇所            

④ 
■スロープ部の舗装面の 

段差の解消 
スロープ舗装 2 箇所            

⑤ 
■スロープ部に設置されて

いるインターホンの移設 
インターホン 1 箇所            

⑥ 
■スロープ部の点字ブロッ

クの改修 
誘導ブロック 1 箇所            

➆ 
■音声案内（誘導チャイム）

の設置 
誘導チャイム 1 箇所            

⑧ 
■トイレへの誘導ブロック

の設置 
誘導ブロック 1 箇所            

⑨ 
■男女トイレの入口を区別

できる触知案内図の設置 
触知案内図 1 箇所            

⑩ ■多機能トイレの設置 多機能トイレ 1 箇所            

⑪ 
■バリアフリーに則した改 
 修 

待合室 1 箇所            

⑫ 
□段差部における視認性向

上のための警告色設置 
駅西口 【整備済】            

補足事項 

・バリアフリー化事業の実施については、国、県ならびに市からの事業費補助が前提。   

・駅東西の地上部に改札口を設置するのに伴い、地上スロープ部（②～⑥）についても整備を実施する。 

事業実施位置または位置図 

・➀駅東西の地上部に改札口の設置（整備位置については設計業務にて決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・【整備済】⑫段差部へ警告色設置 

 

 

 

 

 

① 地上部に改札口設置 

整備後 整備前 

東口 

西口 

現況の駅入口 
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近鉄南生駒駅（ホーム） 事業主体 近畿日本鉄道 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ～ 

➀ 

 
□ホーム縁端部における視

認性向上のための警告色
設置 

ホーム 1 箇所             

② 
■内方線付点状ブロックへ

の改修 
ホーム 【整備済】    

 
        

補足事項 

・➀のホーム縁端部への警告色設置については、近鉄全線の整備状況に応じて整備を予定。（    ） 

 

事業実施位置または位置図 

・➀ホーム縁端部に警告色の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・【整備済】②内方線付点状ブロックへの改修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ホーム縁端部に設置 

現況のホーム 

整備前 整備後 
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 2）バス 

コミュニティバス 事業主体 生駒市 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ 
□南生駒駅からバスへの乗

り換え案内サイン等の整
備 

案内サインの
整備（駅東出
口、西出口付
近） 

2 箇所            

現況の案内サ
インの改修（地
下改札口付近） 

1 箇所            

補足事項 

・駅東出口、西出口付近に整備する案内サインについては、駅舎の地平化事業と併せて実施する。 

・地下改札口付近の現況の案内サインについては、可能な範囲での改良を実施する。 

事業実施位置または位置図 

・関係機関、地元等との協議により下記位置図に示す箇所より変更となる可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の地下改札口付近の案内サイン 

西口 

東口 

現況の駅出口 
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 道路特定事業等 

 1）鉄道駅周辺 

近鉄南生駒駅東西間の移動 事業主体 生駒市、近畿日本鉄道 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ 
■バリアフリーに則した駅

東西の移動経路の整備（跨
線横断歩道橋の整備） 

跨線横断歩道
橋（エレベータ
ー2基を含む） 

25 ｍ            

補足事項 

・整備にあたっては、関連するバリアフリー事業の進捗、計画等に配慮する必要があるため各事業者との連携を図

る。 

・概ね令和4～6年度で検討、設計業務等を行い、令和7年度の工事着手を目標とする。 

事業実施位置または位置図 

・整備位置については、関係機関との協議、技術的な検討等に基づき、整備可能な箇所へ整備することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の移動経路 

跨線横断歩道橋の一般的なイメージ図 
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近鉄南生駒駅西口駅前 事業主体 生駒市、奈良県、近畿日本鉄道 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ 
■駅へのアクセス車両を対

象とした乗降帯の整備 
乗降帯の整備 1 箇所            

② 歩道の改善 歩道              

補足事項 

・①の整備規模、時期等については、跨線横断歩道橋の整備位置等に配慮する必要があるため、跨線横断歩道橋の整

備計画と併せた検討を行う。 

・①は跨線横断歩道橋の整備と並行して実施する。 

・②の歩道の改善は、次頁の「②国道168号（現道）」大登大橋東詰～小瀬橋東詰の①、②と同内容のため集約。 

事業実施位置または位置図 

・整備位置について、今後、検討することとなるが、駅西出口の近傍に整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の道路 
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 2）国道168号（現道） 

大登大橋東詰～小瀬橋東詰 事業主体 奈良県 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ □舗装の損傷箇所の修繕 歩道舗装 4 ｍ2            

② 
□コンクリート側溝蓋の損 

傷箇所の更新 
縁石、側溝蓋 17 ｍ            

補足事項 

 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の歩道と縁石、側溝蓋 
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大登大橋東詰～小瀬橋東詰 事業主体 ※ 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ～ 

➀ 
□バリアフリーに則した歩

行空間の確保 
歩車道空間の
分離等 

280 ｍ ※ 

補足事項 

・①は道路幅員の確保が必要となることから、用地の確保等の課題があるため整備には期間を要することとなる。 

河川改修事業やバイパス整備事業の進捗及び地元との合意形成等が前提となることから、奈良県、生駒市、公安

委員会等の関係機関と協議を行い、実施に向けた検討を行う。（※） 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の道路 
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小瀬橋周辺 ※国道308号を含む 事業主体 奈良県 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ～ 

➀ □舗装の損傷箇所の修繕 歩道舗装 16 ｍ             

② 
□小瀬橋歩道橋の橋面鉄板

の滑り止めの設置 
滑り止め 25 ｍ             

③ 
□小瀬橋東詰北側における

転落防止柵の改修 
転落防止柵 13 ｍ             

④ 
□バリアフリーに則した歩

行空間の確保 
歩行空間の確
保 

※ 

補足事項 

・④の事業実施時期は、河川改修事業と併せたタイミングとなる。（※） 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の小瀬橋歩道橋周辺 
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小瀬橋西詰～ 
小瀬北小平尾支線1号との交差点 

事業主体 奈良県 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ □舗装の損傷箇所の修繕 車道舗装 170 ｍ2            

② 
□白線の明示・カラー舗装に

よる歩行空間の改善 
路側線、グリー
ンベルト 

100 ｍ            

補足事項 

 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の道路 
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 3）国道168号（バイパス整備済区間） 

有里町交差点～大登大橋西詰交差点 事業主体 奈良県 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ 
■東西の両側歩道の点字ブ

ロックの設置 
点字ブロック 620 ｍ   

 
        

補足事項 

 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の歩道 

東側 

西側 
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4）国道168号（バイパス未整備区間） 

大登大橋西詰交差点～小瀬町南交差点 事業主体 奈良県 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ～ 

➀ □歩道部の支障物を撤去 
Ｕポスト 
車止め 

2 本             

② 
□大登大橋西詰交差点にお

けるガードパイプの設置 
車止め柵 6 ｍ             

③ 
■バイパス整備によるバリ

アフリー化 

歩道及び点字
ブロックの整
備 

1500 ｍ             

補足事項 

・②は地下埋設物調査の調査結果により設置に期間を要する、もしくは設置できない可能性がある。 

・③は国道168号バイパス整備事業と併せて実施する。 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②現況の大登大橋西詰交差点 

①現況の歩道のＵポスト車止め 

③現況の歩道 
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 5）国道308号 

生駒南小学校前～小瀬橋東詰 事業主体 奈良県 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ □舗装の損傷箇所の修繕 車道舗装 60 ｍ2            

補足事項 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の道路 
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6）市道有里線 

田口クリニック前～有里町交差点 事業主体 生駒市 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ ■安全な歩行者空間の確保 路側線敷設等 30 ｍ            

補足事項 

・安全な歩行者空間の確保にあたって、路側線敷設等を基本とし、可能な限り歩行者空間の確保に努める。 

・令和4年度に整備手法の検討、関係機関との協議を行い、令和5年度に設計、令和6年度に事業実施を目標とする。 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の道路 



 

   18 

 7）市道大登藤尾線 

大登大橋、生駒南中学校前 事業主体 生駒市 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ～ 

➀ 
■大登大橋の点字ブロック

の設置 

点字ブロック
の設置及び歩
行者空間の確
保 

25 ｍ ※ 

② 
■学校乗り入れの鉄板の一

部撤去 
乗り入れ部の
改良 

1 箇所             

生駒南中学校前 事業主体 公安委員会 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ～ 

➂ 
■道路標識の移設による歩

道幅員の確保 
標識の移設 【整備済】             

補足事項 

・➀大登大橋の点字ブロックの設置について、大登大橋西詰交差点の形状が、現状、最終形となっていないため、国

道168号バイパス整備事業と併せて実施する。（※） 

・②生駒南中学校の老朽化対策を検討する中で、実施をその時期に併せる可能性がある。 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①現況の大登大橋 

整備前 整備後 

・【整備済】③標識の移設 
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 8）市道小瀬北小平尾線支線1号 

新神田橋交差点～南こども園前 事業主体 生駒市 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ～ 

➀ 
■白線の明示・カラー舗装に

よる歩行空間の確保 
路側線敷設 100 ｍ ※ 

補足事項 

・国道168号バイパス部からの一体的な歩道整備を実施するため、バイパス整備事業における新神田橋交差点の整備

と併せて実施する。（※） 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の道路 
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 9）国道308号（準生活関連経路） 

萩の台第5踏切周辺 事業主体 近畿日本鉄道 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ 
□荒い目のグレーチング側

溝蓋の更新 
側溝蓋 【整備済】 

 
          

補足事項 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・【整備済】➀側溝蓋の更新 

整備後 整備前 
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10）市道小瀬北垣内線支線6号（準生活関連経路） 

小瀬北垣内線との交差点～南生駒駅東口前 事業主体 生駒市 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ 
□白線の明示・カラー舗装に

よる歩行空間の確保 
白線明示 115 ｍ     

 
      

補足事項 

・白線明示については、地元合意を得る必要がある。 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の道路 
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 11）市道小瀬観泉寺線支線3号（準生活関連経路） 

南生駒駅東口前北～ 
みなみ野台1号線との交差点 

事業主体 生駒市 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ □安全な歩行空間の確保 
既設水路の有
蓋化による歩
行空間の整備 

【整備済】     
 

      

補足事項 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・【整備済】➀既設水路の有蓋化による歩行空間の整備 

 

 

 

 

 

 

整備後 整備前 



 

   23 

 12）市道みなみ野台1号線（準生活関連経路） 

小瀬観泉寺線支線3号との交差点 
～小瀬観泉寺線との交差点 

事業主体 生駒市 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ 
□白線の明示・カラー舗装に

よる歩行空間の確保 
白線明示 440 ｍ        

 
   

補足事項 

・白線明示については、地元合意を得る必要がある。 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の道路 
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13）市道小瀬観泉寺線（準生活関連経路） 

みなみ野台1号線との交差点 
～国道168号現道との交差点 

事業主体 生駒市 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ 
□白線の明示・カラー舗装に

よる歩行空間の確保 
白線明示 20 ｍ   

 
        

補足事項 

・白線明示については、地元合意を得る必要がある。 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の道路 
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 14）市道有里線（準生活関連経路） 

国道168号現道との交差点（文殊橋） 
～田口クリニック前 

事業主体 生駒市 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ □安全な歩行空間の確保 

路側線敷設等 25 ｍ            

現況歩道の改
修（文殊橋） 

25 ｍ            

補足事項 

・安全な歩行者空間の確保にあたって、路側線敷設等を基本とし、可能な限り歩行者空間の確保に努める。 

・令和4年度に整備手法の検討、関係機関との協議を行い、令和5年度に設計、令和6年度に事業実施を目標とする。 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の道路                 現況の文殊橋 
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 建築物特定事業 

 1）南コミュニティセンターせせらぎ 

敷地内通路 事業主体 生駒市 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ 
■出入口の点字ブロックの

改修 
点字ブロック
の改修 

【整備済】            

補足事項 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・【整備済】➀点字ブロックの改修 

 

 

整備前 整備後 



 

   27 

 2）生駒南中学校 

体育館 事業主体 生駒市 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ ■入口の段差の解消 
スロープの設
置（体育館東
側の入口） 

1 箇所            

補足事項 

・生駒南中学校の老朽化対策を検討する中で、実施をその時期に併せる可能性がある。 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の生駒南中学校の体育館東側の入口 
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 交通安全特定事業 

 1）国道168号（バイパス整備済区間） 

有里町交差点～大登大橋西詰交差点 事業主体 公安委員会 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ 
■視覚障害者用付加装置の

設置（音響式信号機） 
有里町交差点 1 箇所            

② 
■青信号延長機能の設置 

（押しボタン式） 
有里町交差点 1 箇所            

補足事項 

 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

①～② 有里町交差点（現状） 
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 2）国道168号（バイパス未整備区間） 

大登大橋西詰交差点～小瀬町南交差点 事業主体 公安委員会 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ～ 

➀ 
■視覚障害者用付加装置の

設置（音響式信号機） 
大登大橋西詰
交差点 

1 箇所             

② 
■青信号延長機能の設置 

（押しボタン式） 
大登大橋西詰
交差点 

1 箇所             

③ 
■視覚障害者用付加装置の

設置（音響式信号機） 
小瀬町西 
交差点 

1 箇所             

④ 
■青信号延長機能の設置 

（押しボタン式） 
小瀬町西 
交差点 

1 箇所             

⑤ 
■視覚障害者用付加装置の

設置（音響式信号機） 
新神田橋 
交差点 

1 箇所             

⑥ 
■青信号延長機能の設置 

（押しボタン式） 
新神田橋 
交差点 

1 箇所             

➆ 
■視覚障害者用付加装置の

設置（音響式信号機） 
新神田橋南 
交差点 

1 箇所      
 

      

⑧ 
■視覚障害者用付加装置の

設置（音響式信号機） 
新神田橋南 
交差点 

1 箇所             

⑨ 
■青信号延長機能の設置 

（押しボタン式） 
小瀬町南 
交差点 

1 箇所             

⑩ 
■視覚障害者用付加装置の

設置（音響式信号機） 
小瀬町南 
交差点 

1 箇所             

補足事項 

・➀～⑩は国道168号バイパスの整備に併せて改良する。（    ） 

事業実施位置または位置図 

 

・次頁参照 
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事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①～② 大登大橋西詰交差点（現状） 

③～④ 小瀬町西交差点（現状） 

⑤～⑥ 新神田橋交差点（現状） 
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⑨～⑩ 小瀬町南交差点（現状） 
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至　新神田橋（交）

至　小瀬町南（交）

⑦～⑧ 新神田橋南交差点（現状） 
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 その他事業 

 

近鉄南生駒駅周辺 事業主体 生駒市 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業量 単位 
事業の実施計画（年度） 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ 

□南生駒駅から南コミュニ
ティセンターせせらぎへ
向かう歩行者用案内サイ
ン等の整備 

駅東出口、西出
口付近 

2 箇所            

補足事項 

・現在南生駒駅の改札前1箇所に案内板が設置されているが、令和6年度末に駅東西の地上部に改札がそれぞれ設置

されることに伴い、東口、西口に必要となる。 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の地下改札口前の案内 

西口 

東口 

現況の駅入口 
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 教育啓発特定事業 

 

生駒市全域 事業主体 生駒市 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業の実施計画（年度） 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

➀ 
■小中学校におけるバリア

フリー教育の実施 
道徳や総合的な学習の 
授業を実施 

           

② ■講座等の啓発活動の実施 

「あいサポーター養成 
講座」の実施 

           

「認知症サポーター養成
講座」の実施 

           

③ 
■市職員に対する障がい者

理解に向けた啓発活動の
実施 

「あいサポーター養成 
研修」の実施 

           

生駒市全域 事業主体 交通事業者及び施設管理者 

事業内容 
（■特定事業計画、□その他の事業・ソフト対策） 

事業の実施計画（年度） 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

④ 
□従業員に対する接遇教育

の実施 
            

補足事項 

・②の「講座等の啓発活動の実施」にあたっては、上位計画である「第６次生駒市総合計画」や関連計画において、

必要に応じた内容等の見直しを行うものとする。（    ） 

・②の認知症サポーター養成講座を実施するにあたり、特定の研修を受講した「キャラバン・メイト」の資格を持つ

者が講座を行う必要がある。また、要綱に記載されているカリキュラムに基づく講座を実施し、適切に受講がな

される必要がある。 

・③の市職員に対する「あいサポーター養成研修」の実施にあたっては、階層別研修で実施する。 

事業実施位置または位置図 

 

 

 

 

 



 

    

 

  



 

    

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
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 参考：生駒市における心のバリアフリーの取組 

 生駒市バリアフリー基本構想（令和3年3月策定）で紹介した心のバリアフリー、ソフト対策の取組について、以下のとおり実施目標を示します。基本構想の期間にあたる10年間（令和4年度～令和13年度）の目標とし、

一部取組については、上位計画である「第６次生駒市総合計画」や関連計画において、必要に応じた内容等の見直しや更新を行うこととします。 

 

啓発ポスターの掲出、パンフレットや広報紙の配布、ホームページ等により、市民等が
高齢者や障がい者等への理解を深めるための情報提供を行います。

関係機関より提供のある各種啓発ポスター、パンフレット等について、掲載、配布等の
適切な対応を行い、市民への情報提供を継続的に実施する。

生駒市

障がいのある人とない人が共に支え合い、尊重し合う共生社会を推進するための啓発活
動を実施します。

障害者基本法第９条に基づき、12月3日から9日の「障害者週間」に合わせて、街頭啓
発、講演会、ポスター展等の啓発活動を実施する。

社会福祉協議会

配慮の必要性を示すマークの普及啓発
配慮を要する方を対象としたマーク、高齢運転者標識、マタニティマーク等について、
市民等が配慮すべき事項等をわかりやすく情報提供します。

各種届出時、実施する講座等での機会または生駒市ホームページを利用し、マークにつ
いての認知度を高めることで、普及啓発に努める。

生駒市

子どもと高齢者との世代間交流の実施
高齢者の生きがいづくりを促進するために、子どもから高齢者まで誰もが参加できる世
代間交流事業を実施します。

小学校区ごとに継続的に実施する。
生駒市老人クラブ連合会

生駒市

学校生活の中、特に道徳や総合的な学習で障がいに対する理解を深める教育を行いま
す。

市内の小学校及び中学校の全学年を対象に、道徳や総合的な学習の授業を実施する。 生駒市

ハンデの有無にかかわらず、子ども同士の交流活動等を通して、思いやりや助け合い
等、子どもの頃から自然に共生の心を育むことができる取組を推進します。

上記取組を通じて、推進することを目標とする。 生駒市

市民向けセミナー・イベント等の実施
「ユニバーサルキャンプ in 生駒」等のイベントを開催し、障がいの有無にかかわらず
ともにふれ合い、多様性や思いやりを学ぶ場を提供します。

多様性の尊重や他者への思いやり等を学ぶ場を提供する。 生駒市

障がい者の特性や必要な配慮等を理解し、日常における困りごとを手助けできる「あい
サポート運動」を推進します。「あいサポーター養成講座」の受講者には支援の意思を
表示する「あいサポートバッジ」を配布しています。

「あいサポーター養成講座」を年に1回程度実施することを目標とする。 生駒市

障がい者等が、緊急時に支援を求めやすくするための「ヘルプマーク」や「ヘルプカー
ド」について市民に普及啓発し、市民への理解促進を図ります。

実施する講座等での機会を利用し、マークについての認知度を高めることで、普及啓発
に努める。

生駒市

認知症の方に対する理解を促進するため、正しい理解や知識を持ってもらう認知症サ
ポーター養成講座を実施しています。一般市民のほか、市職員、小中学生、市内の企業
等に向けても実施します。

年間で延べ750人のサポーターを養成することを目標とする。また、受講者には認知症に
対する正しい理解を持つ者の証として認知症サポーターカードを配布する。

生駒市

福祉についての学習の機会を提供し、福祉活動及びボランティア活動への発展と障がい
等への理解を深めるため、地域に出向いて福祉出前講座を開催します。

学校等の団体からの依頼に基づき、手話、点字、車いす、アイマスク等の体験講座や福
祉教育を実施する。受講者には「思いやりサポーター認定証」を配布する。

社会福祉協議会

障がいに対する理解を深め、正しい認識のもとで合理的な配慮ができるよう、障がい特
性や人格と個性の尊重をテーマとした研修を実施します。

生駒市において、障がいを理由とする差別の解消を目的として定めた職員対応要領に基
づき、障がい者に対し適切に対応します。

生駒市において、障がい者である職員の活躍の場を広げることを目的とした指針を整備
し周知します。

令和2年度に「生駒市役所障がい者任用指針」を策定し、周知を行った。 生駒市

障がい者等を対象とした接遇教育の実施や接遇に関するマニュアルの整備を行います。 接遇マニュアル等の整備や職員を対象とした接遇教育を実施する。
施設管理者

（指定管理者を含む）
公共交通事業者

放置自転車等の撤去、警告 「生駒市自転車等放置防止条例」に基づき、必要に応じ、継続的に適宜実施する。 生駒市

駐輪マナー、駐車マナー等に関する市民等への啓発
通行者の安全を確保する目的で、鉄道利用者の多い駅周辺において自転車等の違法駐車を行おう
とする者に対して継続的に適宜指導を実施する。

生駒市

安全な歩行空間確保に支障を及ぼす行為を防止するための指導 道路法第４２条に基づき、必要に応じ、継続的に適宜実施する。 道路管理者(国、県、市)

バリアフリーに関する位置情報の提供 バリアフリー化されたトイレ等の情報発信 「生駒おでかけトイレマップ」などを活用し、必要な情報提供を行う。 生駒市

見やすさ、伝わりやすさ、参加しやすさの3つの『やすさ』を心がけた多様なコミュニケーショ
ン手段の活用
（手話、要約筆記、筆談、字幕、点字、音訳、UDフォント等）

「生駒市手話言語の普及並びに障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解及び
利用の促進に関する条例」に基づき、市として多様なコミュニケーション手段の活用に積極的に
取り組む。

生駒市

ホームページのウェブアクセシビリティの維持、向上
令和3年3月に、国の求めるJIS規格に対応したホームページのリニューアルを行った。今後は毎
年度、アクセシビリティ対応状況調査を行い、規格対応への維持・向上に取り組む。

生駒市

従業員・職員教育の実施

取組内容 内容詳細 実施目標

生駒市市職員を対象とした「あいサポーター研修」を年1回程度実施する。

事業主体

ソフト対策

放置自転車等の対策及び歩行環境等
を維持するための対策

多様なコミュニケーション手段の理解
及び利用促進の改善

心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

理解を深める
ための啓発・

広報活動

普及、啓発の促進

実際に行動に
つなげるための

支援となる
幅広い教育活動

学校における障がい者理解に向けた
教育の実施

誰もがサポーターとなるための
教育、啓発活動の実施
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 生駒市バリアフリー基本構想推進協議会開催要綱 

 
 

 

生駒市バリアフリー基本構想推進協議会開催要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８

年法律第９１号。以下「法」という。）第２５条の規定に基づく生駒市バリアフリー基本構想(以

下「基本構想」という。)の策定及び基本構想に基づく事業の円滑な推進のため、法第２６条第

１項の規定に基づく生駒市バリアフリー基本構想推進協議会(以下「協議会」という。)を開催

することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（意見等を求める事項） 

第２条 協議会において意見を求める事項は、次のとおりとする。 

（1）基本構想の策定に関する事項 

（2）基本構想の実施（実施の状況についての調査、分析及び評価を含む。）に係る連絡調整に関

する事項 

（参加者） 

第３条 市長は、次に掲げる者のうちから、協議会への参加を求めるものとする。 

（1）学識経験のある者 

（2）障がい者団体の代表者 

（3）高齢者団体の代表者 

（4）地域住民の代表者 

（5）市民団体等の代表者 

（6）施設の設置管理者 

（7）公共交通事業者 

（8）公募市民 

（9）公安委員会 

（10）その他関係行政機関 

（11）その他市長が必要と認める者 

 2 前項の場合において、市長は、原則として、同一の者に継続して協議会への参加を求めるも

のとする。 

（運営） 

第４条 協議会の参加者は、その互選により協議会を進行する座長を定めるものとする。 

 2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職

務を代理する。 

 3 市長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明

を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（開催期間） 

第５条 協議会の開催期間は、基本構想に基づく事業の完了を目途とする。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、建設部事業計画課において処理する。 

（施行の細目） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和元年１２月１２日から施行する。 
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 生駒市バリアフリー基本構想推進協議会名簿 

 
 

区分 所属 役職 氏名 

学識経験者 
大阪産業大学 教授 波床 正敏 

近畿大学 准教授 柳原 崇男 

障がい者団体 
生駒市身体障害者福祉会 会長 伊藤 竹男 

生駒市障害児・者を守る連合会 会長 安田 まゆみ 

高齢者団体 生駒市老人クラブ連合会 副会長 藤田 照子 

地域住民 

小瀬町自治会 会長 田中 康博 

南地区自治連合会 会長 松尾 正則 

生駒南小学校PTA 顧問 佐々木 達也 

市民団体等 生駒南のバリアフリー化を考える会 事務局長 大橋  進 

施設の設置管理者 生駒商工会議所 会頭 鐵東 貴和 

公共交通事業者 近畿日本鉄道株式会社 施設部工務課長 
増田 政俊（令和３年11月まで） 

高松 靖司（令和３年11月から） 

公募市民 
公募市民 ─ 畑  弘治 

公募市民 ─ 前岡 三恵子 

公安委員会 
奈良県警察本部交通規制課 課長 今村 浩三 

生駒警察署 署長 猪原 正義 

関係行政機関 
奈良県道路保全課 課長 松井 謙二 

郡山土木事務所 所長 篠田 隆三 

生駒市 

生駒市総務部 部長 杉浦 弘和 

生駒市福祉健康部 部長 近藤 桂子 

生駒市建設部 部長 米田 尚起 

生駒市都市整備部 部長 北田 守一 

生駒市教育こども部 部長 奥田 吉伸 

生駒市生涯学習部 部長 八重 史子 
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 特定事業計画の策定の経過 

  令和3年度の特定事業計画の策定の経過は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重点整備地区、生活関連施設、生活関連経路等の現地調査 等 

生駒市バリアフリー基本構想推進協議会（分科会） 

 生駒市バリアフリー特定事業計画（素案）について確認を行うとともに、

事前に実施したアンケートを基に関係者と意見交換会を行いました。 

第5回 生駒市バリアフリー基本構想推進協議会（書面開催） 

 特定事業計画（案）について確認を行いました。 

11月17日

2月 

策定

8月～9月 関係機関ヒアリング（特定事業計画作成の依頼） 

 事業者について、事業の進捗や変更内容等についてヒアリングを実施

し、各事業者に特定事業計画作成の依頼を行いました。 

 関係団体の会員を対象に、基本構想策定から現在に至る経緯について説

明を行い、分科会開催に係るアンケートの依頼を行いました。 

10月

9～10月 第1回 庁内ヒアリング（各課協議） 

各特定事業計画のとりまとめ 

6月～7月

12月 第2回 庁内ヒアリング（各課協議） 

分科会開催に係るアンケートの実施 

令和4年

令和3年
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 用語解説 

 

 

掲載頁 用 語 解  説 写 真 

5 触知案内図  視覚障がい者を支援する施

設・設備の種類などを示す凹凸

の記号で、手指で触れて認知で

きる案内図のこと。 

 

 

           ⇒ 

 

 

6 内方線付点状 

ブロック 

 駅のプラットホームに設置

される点状ブロックで、内側部

分に線状突起を設けてホーム

の内外が分かるようにしたも

の。 

 

 

 

 

出典：国交省資料 

9 乗降帯 送迎用等の車両停車施設。

障がい者用停車施設には、サ

インや路面標示にて、障がい

者用の一次停車スペースであ

ることを示します。 

 

 

 

 

 

 

13 路側帯 路側帯は、歩道のない道路ま

たは道路の歩道がない側の路

端寄りに、白い実線等で区画さ

れた歩行者通行空間のこと。 

 

 

 

 

 

13 グリーンベルト 歩道が整備されていない通

学路等の路側帯を緑色に着色

して、車両に注意を促し速度を

抑制させ、歩行者の安全を図る

ために設置されるもの。 

 

 

 

 

 

15 Ｕポスト車止め 車両の進入防止のための車

止めで、Ｕ字型の形状のもの。 
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掲載頁 用 語 解  説 写 真 

15 ガードパイプ 支柱に取付けるビーム（横

梁）にパイプを使用した車止め

柵で、車両の逸脱防止を目的と

したもの。 

 

 

 

 

 

20 グレーチング 

側溝蓋 

道路・歩道等の排水路にかけ

る蓋のことで、主に降雨時の排

水が目的で、人や物の落下を防

止する機能もあります。 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生駒市バリアフリー特定事業計画 
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